
＜⑥申請する経費の「見積書」【写し】＞

・工事内容や単価、数量などが具体的に分かる見積書を提出してください。

・【認められない例】
「店舗改装工事 一式」などと記載された内訳がない見積書は、具体的な工事内容や
単価、数量が確認できないため、審査の対象となりません。

「施設工事費」見積書イメージ



施工前の図面がない場合、
概略図を作成して申請書類に添付
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（※）概略図イメージ

＜「施設工事費」の場合は、必ず見積書と併せて図面も提出して下さい＞

・「施設工事費」の申請を行う場合は、見積書と併せて施工前の図面及び施工後の図面を
提出してください。

・施工前の図面がない場合は、施工後の図面と比較して変更箇所が明確になる概略図（※）
を提出してください。

・施工前後で変更の内容が確認できない場合、「事業有効性審査」の「新規事業実現可能
性」要件を満たすと判断できない可能性があります。

・その他工事の内容が分かりづらい場合は、イメージ図を作成し併せて提出してください。
（平面図では工事の内容が分かりづらいような場合など）



写真イメージ

工事前

工事前・工事中・工事後の写真を
実績報告書に添付

※必ず工事前～工事中～工事後を比較できるよ
うに同じ角度から撮影してください。
また、必要に応じて複数枚提出してください。

工事前の写真を申請書類に添付

交付決定

＜⑦工事前の現況写真＞
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